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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：マダガスカル共和国 案件名：中央高地コメ生産性向上プロジェクト

（PAPRiz） 
分野：生産性向上/農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：  協力金額（評価時点）：8 億円 

 
協力期間 

R/D：2009 年 1 月～2015 年 7
月（6.5 年間） 

先方関係機関：農業省（MinAgri） 

 日本側協力機関：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

マダガスカル共和国（以下、「マダガスカル」と記す）は約58万7,000km2の国土（日本の約1.6
倍）に1,750万人が住む、世界で4番目に大きい島である。同国ではコメを主食とし、国民1人当

たり年間約120kgを消費しており、これは日本人の約2倍に相当する。コメの生産面積は140万ha、
コメ生産量は毎年300万t前後であるが、サイクロン等の影響により年間生産量の変動が大きく、

コメ消費量の約10％を輸入に頼っている。マダガスカルの国家開発計画であるマダガスカル・ア

クション・プラン（MAP：2007－2012年）において、計画を達成するうえで、最も重要な改革イ

ニシアティブ の一つとして、「緑の革命の始動」により、コメの生産量を2005年の342万tから2012
年までに倍増させることを目標としている。なお、マダガスカルにおけるコメの収量は1ha当た

り平均1.8～2.6tとされており、単位収量向上の余地がある。 
コメ増産に取り組むにあたり、首都アンタナナリボと第三の都市アンチラベを擁する人口集中

地域である中央高地においてコメを増産することが喫緊の課題となっている。中央高地に位置す

る本プロジェクトの対象地域5県の標高は約600mから1,500mにわたり、多様な自然・生態環境の

下、灌漑稲作、谷地田における天水稲作及び高冷地における稲作が主な稲作形態である。コメ生

産性向上のためには、稲作形態に適し、かつ市場と農家の評価を踏まえた推奨品種の選定、その

種子普及、及び品種に適した栽培技術の確立とその普及が欠かせないものとなっている。 
以上の背景を踏まえ、マダガスカル中央高地の主要な稲作形態に対応した技術パッケージの開

発と普及支援を行うとともに、稲作関連機関の連携強化を図る目的で、農業全体を統括する農業

省（Ministère de l'Agriculture：MinAgri）農業総局と、各県の農業省出先機関である農業省地域農

村開発局（Direction Régionale du Développement Rural：DRDR）を主なカウンターパート

（Counterpart：C/P）機関として「中央高地コメ生産性向上プロジェクト」（Projet d'Amélioration de 
la Productivité Rizicoles sur les hautes terres centrales：PAPRiz、以下、「本プロジェクト」）が2009
年1月に協力期間5年間の予定で開始された。2013年6月に行われた終了時評価調査の結果、本プ

ロジェクトの終了時期は予定の2014年1月から2015年7月まで延長された。今次終了時評価調査

は、延長期間に焦点を置き、本プロジェクト目標と成果の進展状況等を分析・整理するとともに、

プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、以上を合同評価報告書に取り

まとめ、協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）に署名合意することを目的として実施された。 
 
１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
中央高地において、コメ生産量が増加する。 

 
（2）プロジェクト目標 

モデルサイトにおいて、コメ生産性が向上する。 
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（3）成 果 
成果 1. コメ生産性向上のための「技術パッケージ」がプロジェクトにより開発される。 
成果 2. 品種選定、種子増殖、配布体制の整備が推進される。 
成果 3. 技術パッケージ波及のための教材が整備される。 
成果 4. 重点県において、関係機関の連携によるコメ生産技術の指導体制が整備される。 
成果 5. 技術パッケージが対象 5 県の農家に利用可能となる。 

 
（4）投入（前回終了時評価調査以降の期間に対して評価時点現在） 

日本側：総投入額 8 億円 
専門家派遣：長期 5 名、短期 6 名（調査時点） 
機材供与：なし 
ローカルコスト負担：約 7,800 万円 
研修員受入れ：3 名 

相手国側： 
カウンターパート配置：175 名（管理要員 2 名を含む） 
首都及び 2 県においてオフィス・会議室等の提供 
ローカルコスト負担：約 650 万円 

 
２．評価調査団の概要 

調査者 （担当分野、氏名） 
総 括  田和 正裕 JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ 次長 
稲作技術 浅沼 修一  名古屋大学農学国際教育協力研究センター 教授 
評価計画 松本 賢一 JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ第四チーム課 

職員 
評価分析 寺尾 豊光 水産エンジニアリング株式会社 主査 

調査期間 2015 年 2 月 1 日〜2015 年 2 月 21 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果 1 コメ生産性向上のための「技術パッケージ」がプロジェクトにより開発される。 
達成指標 各重点県〔アロチャ・マングル（Alaotra-Mangoro）県、ブングラバ（Bongolava）

県、ヴァキナカラチャ（Vakinankaratra）県〕において地域に対応した技術パッケー

ジが各一つ以上開発される。 
成果 1 の達成状況は維持されている。前回の終了時評価調査が行われた 2013 年 6 月の時点

において、アロチャ・マングル県の灌漑稲作、ブングラバ県の天水稲作、ヴァキナカラチャ県

の高冷地稲作といった典型的な稲作条件に対応して、技術パッケージの基本形 3 種類が既に作

成されている。灌漑稲作パッケージの一部である灌漑水路管理マニュアルが 2013 年に作成さ

れ、2014 年に改訂された。 
 
成果 2 品種選定、種子増殖、配布体制の整備が推進される。 
達成指標 2-1. 推奨品種カタログが作成される。 

2-2. 研修を受講した種子生産者のうち、80％以上がマニュアルに従って種子生産を

行う。 
2-3. 圃場審査ができる種子検査官が各県で 2 名以上育成される。 
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成果 2 の達成状況は維持されている。達成指標 2-1 及び 2-2 の状況には変更は示されていな

い。達成指標 2-3 については、2014 年末現在、研修を終えた種子検査官が各県に 2 名または 3
名配置されている。 

 
成果 3 技術パッケージ波及のための教材が整備される。 
達成指標 用途別（農家研修用、普及員指導用、メディア普及・広報用）に各一つ以上の教材

が作成される。 
成果 3 の達成状況には進展がみられる。2013 年 6 月時点の教材数は 10 種類であったところ、

今回の調査時点（2015 年 2 月）では、ビデオとマニュアルが追加作成され、計 13 種類（農家

研修用 5 種、普及員指導用 4 種、メディア普及・広報用 4 種）が利用可能となっている。 
 
成果 4 重点県において、関係機関の連携によるコメ生産技術の指導体制が整備される。 
達成指標 4-1. 重点県（アロチャ・マングル県、ブングラバ県、ヴァキナカラチャ県）の普及

員（CDR1、AVB2、VDA3、農村普及員）の 80％以上が、更新された技術パッ

ケージを用いた技術指導経験がある。 
4-2. アナラマンガ（Analamanga）県及びイタシ（Itasy）県の普及員（CDR、AVB、

VDA、農村普及員）の 90％以上が技術パッケージに関する研修を受講する。 
成果 4 の達成状況には進展がみられる。2013 年 6 月時点では、重点県において技術パッケー

ジを用いた技術指導経験をもつ普及員が 104 名（87.5％）であったところ、調査時点では 217
名（95.2％）と増加した。 

 
成果 5 技術パッケージが対象 5 県の農家に利用可能となる。 
達成指標 5-1. 重点県（アロチャ・マングル県、ブングラバ県、ヴァキナカラチャ県）の各モ

デルサイトにおいて、80％以上のコメ生産農家が、技術パッケージを利用する。 
5-2. 対象 5 県のモデルサイト外の農家 1,000 名以上が、技術パッケージの技術を利

用する。 
5-3. 対象 5 県のすべてのコミューンの役場及び CSA（Centre du Service Agricole：

農業サービスセンター）が、技術パッケージの情報をコメ生産農家に対して提

供する。 
成果 5 は達成された。農家による技術パッケージ採用状況に係る達成指標 5-1 は、2011/12

年作期の 75.9％（前回の終了時評価調査の参照値）から 2013/14 年作期の 88.3％（今次調査の

参照値）へと改善がみられた 
 
プロジェクト目標 モデルサイトにおいて、コメ生産性が向上する。 
達成指標 モデルサイトにおけるコメ生産農家のコメの平均単位収量が 1 t/ha 増加

する。 
プロジェクト目標は達成された。2011/12 年作期に示された収量増分 0.67 t/ha（前回の終了

時評価調査の参照値）から、2013/14 年作期に示された収量増分 1.50 t/ha（今次調査の参照値）

へと、単位面積当たりの収量の向上が示された。この増加は達成指標を満たすものとなってい

る。 

                                                        
1 CDR：Conseiller en Développement Rural（一般にはコミューン所属の普及員） 
2 AVB：Agent Vulgarisateur de Base（種々のプロジェクトに所属する普及員） 
3 VDA：Volontaire du Développement Agricole〔農業開発普及員（対象 5 県ではアナラマンガ県に配置）〕 
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３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 
“Plan National de Developpement”（国家開発計画、2015－2019 年）及び NRDS（National Rice 

Development Strategy：国家稲作振興戦略）などにみられるように、マダガスカルの関連国家

政策においては、食糧安全保障の見地からコメ増産は重視されている。稲作振興への取り組

みは引き続き実施されており、コメ生産性向上をめざす本プロジェクトはこれらの政策実施

に貢献できることが再度確認された。 
対象県の営農形態は、都市近郊における小規模兼業型稲作、山間地農村における小規模労

働集約型稲作、大規模灌漑地区における土地集約型稲作の三つに分類される。これら三つの

形態では、コメ自給と販売への比重が異なる。いずれの形態にせよ、コメは食料と収入の両

面で農家の生計を支える基幹作目である。これらの営農形態に即した地域別の技術パッケー

ジの開発・普及を通じて、コメ生産性向上をめざす本プロジェクトは、対象地域・社会のニ

ーズと合致している。 
 
（2）有効性：高い 

2012/13 年作期及び 2013/14 年作期の両方において、プロジェクト目標が達成されたこと

（すなわちモデルサイトの農家のコメ収量の増分が平均 1.0t/ha を上回ったこと）が確認さ

れた。本プロジェクトの成果内容がコメ生産性向上に対して有効であることが改めて示され

たといえる。 
 
（3）効率性：高い 

これまでのところ、延長期間中の投入はほぼ予定どおり実施されている。農業省からの

2014 年度予算には燃油費、車両保守費及び事務物品購入費が追加された。予算執行に遅滞は

みられたものの、この予算増額は農業省地域農村開発局（DRDR）の活動の制約を改善し、

これにより本プロジェクトの効率性は大いに高められたといえる。 
 
（4）インパクト：高いと見込まれる 

DRDR だけによる普及に加えて、他のさまざまなサービス・プロバイダーとの連携による

普及と、二つの異なった普及の形態を組み合わせたことは、本プロジェクトの特徴の一つと

いえる。このように二つの普及モードを組み合わせたことにより、普及対象地域の拡大が可

能となり、その結果、上位目標の達成に途が開かれていると考える。 
 
（5）持続性：高いと見込まれる 

1） 政策面：人口増加に耐え得る食料の確保は常にマダガスカルの開発政策上の重点課題 

であった。その見地から、国家政策が今後改訂されたとしても、コメの増産方

針には大きな変更はないと予想される。 
2） 財務面：普及活動の障害となる可能性が高いのは予算不足であるが、2014 年度にみられ

るように、農業省により関連予算の増額への努力がなされている。今後も予算

獲得への努力が継続することにより、普及活動の財務的持続性の問題は低減で

きる。 
3） 技術面：異なった営農形態に合わせて技術パッケージが作成されていること、作期の 

終わりに参加型評価を行い課題のフィードバックに備えていること等、技術資

産の継承と更新を容易にする努力がなされている。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
特になし。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

本プロジェクトが開始されて以降これまでの間に、育成された稲作技術パッケージの研修

講師（Trainer）は相当数に達する。DRDR が関与するところで 162 名、これに加えて他のサ

ービス・プロバイダーが関与するところで少なくとも 88 名の講師が育成されているとの報

告がなされている。以上の講師から 16 サイトで研修を受けた農家は毎年 9,000 名を超える

に至っている。結果として、この間に本プロジェクトの普及活動は、以上の二つの異なった

モードの普及（DRDR による普及とサービス・プロバイダーとの連携による普及）から構成

されることとなった。この二つのモードによる稲作技術パッケージの普及は本プロジェクト

の実施効果を大いに高めたと評価できる。 
一方、普及対象がこのように大幅に拡大したので、特にサービス・プロバイダーとの連携

による普及の場合には、本プロジェクト単体だけでは、研修効果のモニタリングと評価を行

うことが一段と難しくなった。これは、以上の実施アプローチがもたらした障害ではなく、

普及対象の地平が拡大した結果派生した新たな課題と整理するべきである。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

特になし。 
 
３－５ 結 論 

本プロジェクトは、2013 年後半から普及に重点を置く活動にシフトし、活動を拡大するうえで

他ドナーや NGO との連携を選択しその実現に成功した。その結果、毎年多数の農家が研修を受

け、技術パッケージを採用できるようになった。期間延長の主な目的であった普及拡大がこのよ

うに成功裏に進んでいることから、予定どおり 2015 年 7 月をもって本プロジェクトを終了する

ことは妥当と判断する。 
 
３－６ 提 言 

（1）プロジェクト（PAPRiz）への提言 
1）普及事業の文書化 

技術パッケージと同じように、本プロジェクトにより実現された普及事業の構造も重要

であり、かつ現状で利用可能な技術資産といえる。その計画作成や実施の手順・工程、関

係機関とその役割、特に DRDR の所掌、各段階で必要となるコスト試算などを取りまと

め文書化し、他県拡大に活用することが必要である。 
 
（2）農業省への提言 

1）DRDR 普及予算の確保 
普及員を動員するための燃油費と日当支給に必要な予算の配賦及びその執行を遺漏な

く確保・維持することは普及活動を継続するうえで最も必要な条件である。2014 年度に引

き続き、今後も予算確保への努力が求められる。 
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2）研修講師の維持 
コミューン、ドナー及び NGO 等、さまざまな組織に所属する稲作技術の普及員を研修

するための研修講師（Trainer）が DRDR 職員を核として育成された。彼ら研修講師を今後

の普及拡大のための重要なリソースとして制度的に位置づけ活用することが望ましい。 
 

3）稲作普及支援ユニットの設置 
2013 年 6 月に行われた前回の終了時評価調査により、農業省に稲作普及ユニットを置

くことが提言されたが、この間実現をみるに至っていない。技術パッケージを拡大普及す

るに際しては、他県においても本プロジェクトの対象 5 県と同様な普及体制を組織するこ

ととなる。その際に新規参入県を支援し管理するために、本省に稲作普及支援ユニットを

設置することを再度提言する。本ユニットはまた国家農業普及戦略の作成を行う目的をも

もつべきである。 
 

4）稲作普及支援体制の強化 
① 上記の提言「普及事業の文書化」に沿って、プロジェクトにより現行の普及体制の実

施内容が文書化されることとなる。作成された文書を正規のものとして承認し、他県

への稲作普及の拡大に活用することが望まれる。 
② プロジェクト終了後も技術パッケージの更新は継続すべきである。更新することによ

りプロジェクトの技術的持続性の維持が可能となる。 
③ 現在実施されている他のサービス・プロバイダーとの連携は、DRDR の普及体制が弱

体であることに対する一時的な措置とみるべきである。可能であれば、DRDR 所属の

普及職員と種子検査官の定員枠を増やすことが望まれる。 
④ 農村レベルにおける農業普及の実施は県によりさまざまな形をとっている。この多様

性は、複数の県にまたがって関連の国家政策を一貫して実施するような場合に、その

実施効率を損ないかねない。このように異なった普及事業の実態をいかにして有効性

を保ちつつ統合できるか調査・検討することが望まれる。 
 
３－７ 教 訓 

普及対象が大幅に拡大した結果、特にサービス・プロバイダーとの連携による普及の場合に、

本プロジェクト単体だけでは、研修効果のモニタリングや評価を行うことが一段と難しくなっ

た。マスメディアを通じた技術情報の普及に成功し、認知度は広範に上がったものの、実践され

ている技術内容の正確さについては、必ずしも確認がとれていない。また、単収の向上はみられ

ても、これが生産量増加へと結実するには、実際の栽培面積の拡大を可能にする農家融資が必要

な現状がある。 
以上は普及対象の地平が拡大した結果として認識されるに至った課題である。すなわち当初計

画した活動に成功したプロジェクトであるからこそ、新たな課題が掘り起こされ教訓として残さ

れている。 
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第１章 調査の概要 
 
１－１ 終了時評価調査の目的 

終了時評価は国際協力機構（以下、「JICA」と記す）と関係機関が行う技術協力プロジェクト

に対する総合評価として行われている。評価に際してプロジェクトは、目標の達成状況、実施効

率、持続可能性など、種々の視点から調査される。本中央高地コメ生産性向上プロジェクト（以

下、「本プロジェクト」または「PAPRiz」と記す）に対する終了時評価調査の目的は以下のとお

りである。 
① これまでのプロジェクト活動について、本プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マト

リックス（PDM）第 7 版に基づき、実績達成のレベル、実施プロセスの適切性を検証する。 
② 経済協力開発機構（OECD）開発援助委員会（DAC）の評価 5 項目（妥当性、有効性、効

率性、インパクト、持続性）の観点から、プロジェクトの達成状況を分析する。 
③ プロジェクト目標及び成果の達成に影響した阻害要因と貢献要因を抽出し分析する。 
④ PDM に示されるプロジェクト目標及び上位目標の達成に向けて、必要な対処措置があれば

その提言を行う。 
⑤ 他のプロジェクト及びプログラムの改善に適用可能な教訓を抽出する。 

 
１－２ 調査手法 

（1）合同評価調査 
本終了時評価調査は日本及びマダガスカル共和国（以下、「マダガスカル」と記す）の関

係機関が合同して行った。合同評価調査団（以下、「本調査団」と記す）は、本プロジェクト

の活動実施に直接関与していない JICA の 4 名及びマダガスカル政府農業省（MinAgri）の 3
名で構成された。調査団員の氏名、担当業務、所属先を１－３節に示す。 

 
（2）評価 5 項目による分析 

本調査団は、討議議事録（R/D、2008 年 12 月 1 日署名）、PDM 及び作業計画（PO）に沿

って、本プロジェクトの達成状況を検討した。検討に際しては、実績報告書及び成果品の参

照、現地調査及び関係機関、受益者、JICA 専門家へのインタビュー調査を行った。以上の結

果を踏まえ、OECD 開発援助委員会（DAC）の評価 5 項目に基づく評価分析を行った。評価

5 項目にいう評価視点を表１－１に要約する。 
 

表１－１ OECD 開発援助委員会の評価 5 項目 

項 目 評価視点 

妥当性 

プロジエクト実施の正当性、必要性を問う。 
・ 相手国の開発政策との整合性はあるか 
・ 対象地域・社会のニーズに合致しているか 
・ ターゲットグループのニーズに合致しているか 
・ 日本の援助政策・JICA 国別事業実施計画との整合性はあるか 
・ 相手国の対象分野・セクターの開発課題に対する効果を上げる戦略とし

て適切か（プロジェクトのアプローチ、対象、地域などは適切な選択か） 
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有効性 

プロジェクトの効果を問う。 
・ プロジェクト目標は達成されているか（達成されるか） 
・ プロジェク卜成果の結果としてその達成はもたらされたか（もたらされ

るか） 
・ プロジェクト目標に至るまでの外部条件の影響はあるか 

効率性 

プロジェクト投入の成果への転換効率を問う。 
・ 投入はタイミングよく実施されたか 
・ 投入の規模や質は適切か 
・ 成果は達成されたか 
・ 活動から成果に至るまでの外部条件の影響はあるか 

インパクト 

プロジェク卜の長期的、波及的効果を問う。 
・ 上位目標は達成されるか 
・ 上位目標に至るまでの外部条件の影響はあるか 
・ 予期しなかったプラス・マイナスの影響（波及効果も含む）はあるか 
・ 上位目標の達成を貢献・阻害する要因は何か 

持続性 

協力終了後の持続性を問う。 
・ プロジェクト目標、上位目標などのプロジェク卜がめざしていた効果

は、援助終了後も持続するか 
・ 活動を円滑に実施するに足る組織能力があるか 
・ 関連規制、法制度は整備されているか 
・ 財政的に独立しているか、あるいは財政支援が継続しているか 
・ 必要な技術が維持・普及されているか、資機材は適切に維持管理されて

いるか 
 
（3）データ収集方法と情報源 

本終了時評価調査で用いられた情報の出所は以下のとおりである。 
① 投入、活動実績、成果の達成状況を示す実績報告書などプロジェクトが提供した資料 
② 実施関係機関、直接・間接の受益者、JICA 専門家へのインタビュー調査。インタビュ

ーを行った関係機関・受益者は、農業普及員、農業省地域農村開発局（DRDR）、郡レ

ベルに配置された農村開発担当官（Circonscription de Développement Rural：CirDR）、
農業省職員、稲作農家等である。 

③ プロジェクトサイト視察〔アロチャ・マングル（Alaotra-Mangoro）県、ブングラバ

（Bongolava）県、ヴァキナカラチャ（Vakinakaratra）県、アナラマンガ（Analamanga）
県、及びイタシ（Itasy）県における活動実施サイト〕 
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１－３ 調査団の構成 

（1）日本側調査団 

担 当 氏 名 所属先 

総 括 田和 正裕 JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ 次長  

稲作技術 浅沼 修一 名古屋大学農学国際教育協力研究センター 教授 

評価計画 松本 賢一 
JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ第四チーム課 
職員 

評価分析 寺尾 豊光 水産エンジニアリング株式会社 主査 

 
（2）マダガスカル側調査団 

氏 名 所属先 

Mr. HERIMANDIMBY Vestalys Directeur, Direction de la Statistique Agricole, de la 
Planification et du Suivi Evaluation, MinAgri 

Mr. RANDRIANANGALY Jean 
Stephan S. 

Directeur, Direction de la Protection des Vegetaux, 
Direction Generale Technique, MinAgri 

Ms. RASOLOFONIRINA Francine Directeur, Direction de la Formation Agricole et Rurale, 
MinAgri 

 
１－４ 調査の日程 

本終了時評価調査は 2015 年 2 月 1 日から 21 日の間に実施された。現地調査の訪問先にはアロ

チャ・マングル県、ブングラバ県、ヴァキナカラチャ県、アナラマンガ県、及びイタシ県が含ま

れる。現地調査日程の詳細を付属資料１に示す。 
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第２章 プロジェクトの概要 
 
２－１ プロジェクトの背景 

マダガスカルは約 58 万 7,000km2 の国土（日本の約 1.6 倍）に 1,750 万人が住む、世界で 4 番目

に大きい島である。同国ではコメを主食とし、国民 1 人当たり年間約 120kg を消費しており、こ

れは日本人の約 2 倍に相当する。コメの生産面積は 140 万 ha、コメ生産量は毎年 300 万 t 前後で

あるが、サイクロン等の影響により年間生産量の変動が大きく、コメ消費量の約 10％を輸入に頼

っている。マダガスカルの国家開発計画であるマダガスカル・アクション・プラン（MAP：2007
－2012 年）において、計画を達成するうえで、最も重要な改革イニシアティブの一つとして、「緑

の革命の始動」により、コメの生産量を 2005 年の 342 万 t から 2012 年までに倍増させることを

目標としている。なお、マダガスカルにおけるコメの収量は 1ha 当たり平均 1.8～2.6t とされてお

り、単位収量向上の余地がある。 
コメ増産に取り組むにあたり、首都アンタナナリボと第三の都市アンチラベを擁する人口集中

地域である中央高地においてコメを増産することが喫緊の課題となっている。中央高地に位置す

る本プロジェクトの対象地域 5 県の標高は約 600m から 1,500m にわたり、多様な自然・生態環境

の下、灌漑稲作、谷地田における天水稲作及び高冷地における稲作が主な稲作形態である。コメ

生産性向上のためには、稲作形態に適し、かつ市場と農家の評価を踏まえた推奨品種の選定、そ

の種子普及、及び品種に適した栽培技術の確立とその普及が欠かせないものとなっている。 
以上の背景を踏まえ、マダガスカル中央高地の主要な稲作形態に対応した技術パッケージの開

発と普及支援を行うとともに、稲作関連機関の連携強化を図る目的で、「中央高地コメ生産性向上

プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）が 2009 年 1 月に協力期間 5 年間の予定で開始された。

2013 年 6 月に行われた終了時評価調査の結果、プロジェクトの活動は順調に進んでおり、成果も

ほぼ達成しつつあるがプロジェクト目標達成には至っていないことが確認されため、本プロジェ

クトの終了時期が予定の 2014 年 1 月から 2015 年 7 月まで延長された。今次終了時評価調査は、

延長期間に焦点を置き、本プロジェクト目標と成果の進展状況等を分析・整理するとともに、プ

ロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、以上を合同評価報告書に取りま

とめ、協議議事録（M/M）に署名合意することを目的として実施された。 
 
２－２ プロジェクトの概要 

（1）プロジェクトの要約 

上位目標 中央高地において、コメ生産量が増加する。 

プロジェクト目標 モデルサイトにおいて、コメ生産性が向上する。 

成 果 

1. コメ生産性向上のための「技術パッケージ」がプロジェクトによ

り開発される。 
2. 品種選定、種子増殖、配布体制の整備が推進される。 
3. 技術パッケージ波及のための教材が整備される。 
4. 重点県において、関係機関の連携によるコメ生産技術の指導体制

が整備される。 
5. 技術パッケージが対象 5 県の農家に利用可能となる。 
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（2）実施機関 
1） 実施機関：農業省1農業総局、アロチャ・マングル県、ブングラバ県、ヴァキナカラチャ

県、アナラマンガ県、イタシ県の各県における農業省地域農村開発局（DRDR） 
2） 協力機関：アロチャ・マングル県、ブングラバ県、ヴァキナカラチャ県、マヒチ（Mahitsy）

の国立農村開発応用研究センター（Centre National de la Recherche Appliquée au 
Développement Rural：FOFIFA）、ノルウェー・マダガスカル共同畜産・農業研究センタ

ー（Fiompiana Fambolena Malagasy Norvezian：FIFAMANOR）、アンチラベ農業機械訓練

センター（Centre de Formation et d'Application de Machinisme Agricole：CFAMA）、種子増

殖センター（Centre Multiplicateur de Semences：CMS） 
 
（3）協力期間 

2009 年 1 月～2015 年 7 月（6.5 年間） 
 
  

                                                        
1 プロジェクト開始時の実施機関は農業・牧畜・水産省（Ministry of Agriculture, Livestock and Fishery）であったが、2009 年 9
月に暫定政府による組織改編が行われ 3 省体制となり、農業省（Ministry of Agriculture）となった。その後、2014 年に農業・

農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development）となり、また調査時点（2015 年 2 月）では農業省（Ministry of 
Agriculture）と再度改称された。 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 

特に前回終了時評価調査が終わった 2013 年 7 月以降の期間について、投入や成果・プロジェ

クト目標の達成指標にみられるプロジェクトの実績及び実施プロセスについて調査を行った。結

果は以下のとおりである。 
 
３－１ 投 入 

３－１－１ 日本側投入 
日本側の主な投入を以下に挙げる。（2）、（3）の詳細は付属資料３の合同評価調査報告書

Annexe-3～4 に示す。 
 

（1）専門家の派遣 
以下に示すように、2013 年 7 月から調査時点である 2015 年 2 月までの間に長期専門家

が 5 分野及び短期専門家が 6 分野において派遣された。 
 

表３－１ 長期専門家 

No. 業務分野 氏 名 派遣期間 

1 チーフアドバイザー/農業開発 椛木 信幸 2012 年 12 月～2015 年 7 月 

2 営 農 中村 公隆 2009 年 10 月～2014 年 1 月 

3 稲 作 吉井 健一郎 2010 年 6 月～2015 年 7 月 

4 小規模稲作 新井 圭介 2010 年 9 月～2015 年 7 月 

5 業務調整/普及 羽原 隆造 2012 年 3 月～2015 年 7 月 

備考：派遣期間は終了時点までの予定を含む。 
 

表３－２ 短期専門家 

No. 業務分野 氏 名 派遣期間 

1 農業機械 庄司 浩一 2013 年 8 月～2013 年 9 月 

2 水田土壌肥沃度診断 山口 淳一 
2013 年 8 月～2013 年 11 月 
2014 年 9 月～2014 年 11 月 

3 水管理 藤森 新作 2013 年 11 月～2013 年 11 月 

4 種子生産 星野 次汪 2014 年 4 月～2014 年 5 月 

5 SHEP アプローチ 中村 公隆 
2014 年 6 月～2014 年 6 月 
2014 年 10 月～2014 年 11 月 

6 収穫後処理 Mr. Suismono 2013 年 3 月～2013 年 9 月 

出所：プロジェクト、2015 年 
 

（2）現地業務費 
プロジェクト延長期間中（2013年4月～2014年12月）に、JICAが負担した現地業務費（在

外事業強化費）は約15.6億アリアリ（Ar、約7,800万円）であった。内訳詳細を付属資料３

の合同評価調査報告書Annexe-3に示す。 
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（3）本邦研修 
カウンターパート要員3名がJICAにより実施された本邦研修を受講した。詳細を付属資

料３の合同評価調査報告書Annexe-4に示す。 
 

３－１－２ マダガスカル側投入 
マダガスカル側の投入は以下のとおりである。 

 
（1）カウンターパート要員の配置 

プロジェクトを実施し活動を管理するために、農業省本省、対象県及び対象郡などから

カウンターパート要員が配置された。2015年2月現在の員数は合計175名である。 
 

表３－３ 主なカウンターパート要員2 

No. 職 位 氏 名 配置期間 

1 
農業省次官 Mr. RANDRIANARITIANA 

Pierrot Serge 
2014 年 5 月以降 

2 
農業総局長 Ms. RAONIARINJAKA 

Voahangy 
2014 年 5 月以降 

3 
ブングラバ県 
地域農村開発局長 

Mr. Robinson Thomas 2009 年 1 月以降 

4 
ヴァキナカラチャ県 
地域農村開発局長 

Mr. RAKOTONDRANAIVO 
Voahangy 

2009 年 1 月以降 

5 
アロチャ・マングル県 
地域農村開発局長 

Mr. RAKOTONDRABE 
Samuel 

2014 年 5 月以降 

6 
イタシ県 
地域農村開発局長 

Ms. RANDRIARIMANGA 
Niry Freddie 

2014 年 5 月以降 

7 
アナラマンガ県 
地域農村開発局長 

Mr. RAKOTO Joseph Bruno 2011 年 6 月以降 

出所：プロジェクト、2015 年 
 

（2）供与施設など 
以下の専門家執務スペース等が農業省から供与された。 

 
表３－４ 農業省により供与された施設 

場 所 提供施設 

農業省 事務室 3 部屋、会議室、倉庫、駐車場 

アナラマンガ県 事務室、会議室、駐車場等 

ヴァキナカラチャ県 事務室、会議室、駐車場等 

 
 

                                                        
2 プロジェクトダイレクター：農業省次官、プロジェクトマネジャー：農業総局長 
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（3）プロジェクト運営経費 
延長期間中（2013 年 1 月～2014 年 12 月）に農業省が予算負担したプロジェクト運営経

費は約 1.3 億 Ar（約 650 万円）であった。内訳詳細を付属資料３の合同評価調査報告書

Annexe-3 に示すが、前回終了時評価時に比べ、先方負担分が大幅に増額していることが確

認できる。 
 
３－２ 成果の達成状況 

2013 年 6 月に実施された前回の終了時評価調査の結果、成果 1 から成果 4 までは達成と評価さ

れ、また成果 5 は達成に至らなかったがほぼ達成と評価された。今次終了時評価調査では、更新

された指標に基づいて、これらの成果の達成状況を再確認した。その結果を以下に取りまとめる。 
 

３－２－１ 成果 1 の達成状況 

成果 1 
コメ生産性向上のための「技術パッケージ」がプロジェクトにより開発され

る。 

達成指標 
各重点県（アロチャ・マングル県、ブングラバ県、ヴァキナカラチャ県）に

おいて地域に対応した技術パッケージが各一つ以上開発される。 
 

成果 1 の達成状況は維持されている。前回の終了時評価調査が行われた 2013 年 6 月の時点

において、アロチャ・マングル県の灌漑稲作、ブングラバ県の天水稲作、ヴァキナカラチャ県

の高冷地稲作といった典型的な稲作条件に対応して、技術パッケージの基本形 3 種類が既に作

成されている。灌漑稲作パッケージの一部である灌漑水路管理マニュアルが 2013 年に作成さ

れ、2014 年に改訂された。 
 

３－２－２ 成果 2 の達成状況 

成果 2 品種選定、種子増殖、配布体制の整備が推進される。 

達成指標 

2-1. 推奨品種カタログが作成される。 
2-2. 研修を受講した種子生産者のうち、80％以上がマニュアルに従って種子生

産を行う。 
2-3. 圃場審査ができる種子検査官が各県で 2 名以上育成される。 

 
成果 2 の達成状況は維持されている。達成指標 2-1 及び 2-2 の状況には変更は示されていな

い。達成指標 2-3 は表３－５にみられるように更新された。2014 年末現在、研修を終えた種子

検査官が各県に 2 名または 3 名配置されている。 
 

表３－５ 達成指標 2-3 

県 
種子検査官の配置員数 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

アロチャ・マングル  5  5  5  8  5  5 

ブングラバ  2  2  2  5  4  4 

ヴァキナカラチャ  3  2  1  4  4  4 
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アナラマンガ  2  2  1  2  3  3 

イタシ  2  2  1  7  3  3 

合 計 14 13 10 26 19 19 

出所：プロジェクト、2015 年 
 

３－２－３ 成果 3 の達成状況 

成果 3 技術パッケージ波及のための教材が整備される。 

達成指標 
用途別（農家研修用、普及員指導用、メディア普及・広報用）に各一つ以上

の教材が作成される。 
 

成果 3 の達成状況には進展がみられる。2013 年 6 月時点の教材数は 10 種類であったところ、

今回の調査時点（2015 年 2 月）では、ビデオとマニュアルが追加作成され、計 13 種類（農家

研修用 5 種、普及員指導用 4 種、メディア普及・広報用 4 種）が利用可能となっている。 
 

３－２－４ 成果 4 の達成状況 

成果 4 
重点県において、関係機関の連携によるコメ生産技術の指導体制が整備され

る。 

達成指標 

4-1. 重点県（アロチャ・マングル県、ブングラバ県、ヴァキナカラチャ県）

の普及員（CDR、AVB、VDA、農村普及員）の 80％以上が、更新された

技術パッケージを用いた技術指導経験がある。 
4-2. アナラマンガ県及びイタシ県の普及員（CDR、AVB、VDA、農村普及員）

の 90％以上が技術パッケージに関する研修を受講する。 
 

成果 4 の達成状況には進展がみられる。2013 年 6 月時点では、重点県において技術パッケー

ジを用いた技術指導経験をもつ普及員が 104 名（87.5％）であったところ、調査時点では表３

－６にみられるように 217 名（95.2％）と増加した。 
 

表３－６ 農業普及員の員数 

県 合計（A） 
技術使用者

の数（B） 
B/A（％） 

アロチャ・マングル 12 9 75 

ブングラバ 48 40 83 

ヴァキナカラチャ 168 168 100 

合 計 228 217 95.2 
出所：プロジェクト、2015 年 

 
指標 4-2 には変化は示されておらず、前回終了時評価調査時点での達成度が維持されている。 
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３－２－５ 成果 5 の達成状況 

成果 5 技術パッケージが対象 5 県の農家に利用可能となる。 

達成指標 

5-1. 重点県（アロチャ・マングル県、ブングラバ県、ヴァキナカラチャ県）の

各モデルサイトにおいて、80％以上のコメ生産農家が、技術パッケージを

利用する。 
5-2. 対象 5 県のモデルサイト外の農家 1,000 名以上が、技術パッケージの技術

を利用する。 
5-3. 対象 5 県のすべてのコミューンの役場及び CSA（農業サービスセンター）

が、技術パッケージの情報をコメ生産農家に対して提供する。 
 

成果 5 は達成された。農家による技術パッケージ採用状況に係る達成指標 5-1 は、2011/12 年

作期の 75.9％（前回の終了時評価調査の参照値）から 2013/14 年作期の 88.3％（今次調査の参

照値）へと改善がみられた。 
 

表３－７ 達成指標 5-1 

県 
2011/12 2013/14 

全農家数

（A） 
採用農家数 
（B） 

B/A（％） 
全農家数

（A） 
採用農家数 
（B） 

B/A（％） 

アロチャ・マングル 390 264 67.7 348 285 81.9 

ブングラバ  76  59 77.6  79  77 97.5 

ヴァキナカラチャ 127 127 100 127 127 100 

合 計 593 450 75.9 554 489 88.3 
出所：プロジェクト、2015 年 

 
次表３－８にみられるように、達成指標 5-2 の内容も進展を示している。 

 
表３－８ 達成指標 5-2 

県 
技術パッケージを用いる 
モデルサイト外の農家数 

2013 年 6 月 2014 年 6 月 

アロチャ・マングル 650 911 

ブングラバ 490 1,130 

ヴァキナカラチャ 133 389 

アナラマンガ 277 994 

イタシ 720 2,592 

合 計 2,270 6,016 
出所：プロジェクト、2015 年 

 
達成指標 5-3 には変更はみられなかった〔本プロジェクトで作成された普及関連教材の配布

状況は CSA のすべて（100％）と 347 コミューン（93％）であった〕。 
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３－３ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標 モデルサイトにおいて、コメ生産性が向上する。 

達成指標 
モデルサイトにおけるコメ生産農家のコメの平均単位収量が 1t/ha 増加

する。 
 

プロジェクト目標は達成された。2011/12 年作期に示された収量増分 0.67t/ha（前回の終了時評

価調査の参照値）から、2013/14 年作期に示された収量増分 1.50t/ha（今次調査の参照値）へと、

単位面積当たりの収量の向上が示された。この増加は達成指標を満たすものとなっている。 
 

表３－９ プロジェクト目標の達成指標 

県 農家数 2008/09 年 
 収量 

収量 t/ha（増分） 

2011/12 2012/13 2013/14 

アロチャ・マングル 309 2.37 2.90（0.53） 3.31（0.94） 3.32（0.95） 

ブングラバ 79 1.55 3.30（1.75） 3.40（1.85） 3.13（1.58） 

ヴァキナカラチャ 128 2.22 2.54（0.32） 4.40（2.18） 4.97（2.75） 

合計/平均 516 2.20 2.87（0.67） 3.59（1.39） 3.70（1.50） 
出所：プロジェクト、2015 年 
 
３－４ 上位目標達成の見込み 

上位目標 中央高地において、コメ生産量が増加する。 

達成指標 
2018 年までに、中央高地におけるコメ生産量が 2012/2013 年作と比較して 20％
増加する。 

 
中央高地におけるコメ生産は年々増加する傾向にある。中央高地対象 5 県のコメ生産量は 2005

年（基準年）の 132 万 t（100）から 2009 年には 210 万 t（159）に増加、その後は気象による変

動はあるが、ほぼこのレベルで推移しており、本プロジェクトのような協力によって、この傾向

がさらに加速される可能性は高い。 
本プロジェクトでは、2011/12 年のシーズン作よりプロジェクト対象 5 県の全普及員への講師

育成研修（TOT）、県以下の地方行政単位（郡、コミューン、フクタニ役場）への教材配布による

技術情報の提供、メディアを使った情報普及等が展開された。さらに 2013/14 シーズン作からは、

他ドナー及び NGO 等による普及との連携が開始された。このような一連の活動により、広域に

プロジェクトの成果を波及せしめることで、上位目標の達成が期待できる。 
 
３－５ 実施プロセス 

（1）2009 年の開始以降 2013 年前半まで、本プロジェクトは技術、種子、教材を用意したうえ

で、対象 5 県の DRDR の下で、8 カ所のモデルサイトにおいて PAPRiz 技術の普及を行った。

2013 年 6 月の終了時評価を受けて、その後から現在に至る間では、16 カ所の拡大サイトにお

いて、本プロジェクトの協力を得た種々のサービス・プロバイダー（援助機関や NGO）が

PAPRiz 技術の普及を行ってきた。 
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（2）両方の期間中に本プロジェクトにより養成された研修講師は、DRDR 職員に加えて、CirDR
が 25 名、CDR は 82 名に達している。ほかにもコミューンに所属する普及員〔農業開発普及

員（対象 5 県ではアナラマンガ県に配置、Volontaire du Développement Agricole：VDA）、農業

開発普及員（ヴァキナカラチャ県に配置のプロジェクト付け技術普及員、Techniciens de 
Développement Agricole：TDA）、AVB、アニメータ〕55 名及びサービス・プロバイダーのテ

クニシャン相当数（88 名以上）が研修講師として育成された。以上の講師から 16 サイトで

研修を受けた農家は 2013/14 年作期 9,348 名、2014/15 年作期で 9,215 名（期間途中）となり、

DRDR が 8 サイトで行っていた段階の研修よりも多い実績を残している。 
 
（3）本プロジェクトの普及活動は、結果として、以上の二つの異なったモードの普及（DRDR

だけによる普及とサービス・プロバイダーとの連携による普及）から構成されることとなっ

た。今後他県に PAPRiz の技術を広めていくうえで、この実施プロセスが示唆するところは

大きい。 
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第４章 評価 5 項目による分析 
 
４－１ 妥当性 

「高い」 

“Plan National de Developpement”（国家開発計画、2015－2019 年）及び NRDS（国家稲作振興戦

略）などにみられるように、マダガスカルの関連国家政策においては、食糧安全保障の見地から

コメ増産は重視されている。稲作振興への取り組みは引き続き実施されており、コメ生産性向上

をめざす本プロジェクトはこれらの政策実施に貢献できることが再度確認された。 
対象県の営農形態は、都市近郊における小規模兼業型稲作、山間地農村における小規模労働集

約型稲作、大規模灌漑地区における土地集約型稲作の三つに分類される。これら三つの形態では、

コメ自給と販売への比重が異なる。いずれの形態にせよ、コメは食料と収入の両面で農家の生計

を支える基幹作目である。これらの営農形態に即した地域別の技術パッケージの開発・普及を通

じて、コメ生産性向上をめざす本プロジェクトは、対象地域・社会のニーズと合致している。 
 
４－２ 有効性 

「高い」 
2012/13 年作期及び 2013/14 年作期の両方において、プロジェクト目標が達成されたこと（すな

わちモデルサイトの農家のコメ収量の増分が平均 1.0t/ha を上回ったこと）が確認された。本プロ

ジェクトの成果内容がコメ生産性向上に対して有効であることが改めて示されたといえる。 
 
４－３ 効率性 

「高い」 
これまでのところ、延長期間中の投入はほぼ予定どおり行われ、各活動もおおむね計画どおり

に実施されている。農業省からの 2014 年度予算には燃油費、車両保守費及び事務物品購入費が追

加された。予算執行に遅滞はみられたものの、この予算増額は DRDR の活動の制約を改善し、こ

れにより本プロジェクトの効率性は大いに高められたといえる。 
 
４－４ インパクト 

「高いと見込まれる」 
DRDR だけによる普及に加えて、他のさまざまなサービス・プロバイダーとの連携による普及

と、二つの異なった普及の形態を組み合わせたことは、本プロジェクトの特徴の一つといえる。

このように二つの普及モードを組み合わせたことにより、普及対象地域の拡大が可能となり、そ

の結果、上位目標の達成に途が開かれていると考える。 
 
４－５ 持続性 

「高いと見込まれる」 
（1）政策的側面 

人口増加に耐え得る食料の確保は常にマダガスカルの開発政策上の重点課題であった。そ

の見地から、国家政策が今後改訂されたとしても、コメの増産方針には大きな変更はないと

予想される。 
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（2）技術的側面 
異なった営農形態に合わせて技術パッケージが作成されていること、作期の終わりに参加

型評価を行い課題のフィードバックに備えていること等、技術資産の継承と更新を容易にす

る努力がなされている。 
 
（3）財務的側面 

普及活動の障害となる可能性が高いのは予算不足であるが、2014 年度にみられるように、

農業省により関連予算の増額への努力がなされている。今後も予算獲得への努力が継続する

ことにより、PAPRiz 活動の財務的持続性の問題は低減できる。 
 
４－６ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
特になし。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

本プロジェクトが開始されて以降これまでの間に、育成された稲作技術パッケージの研修

講師（Trainer）は相当数に達する。DRDR が関与するところで 162 名、これに加えて他のサ

ービス・プロバイダーが関与するところで少なくとも 88 名の講師が育成されているとの報告

がなされている。以上の講師から 16 サイトで研修を受けた農家は毎年 9,000 名を超えるに至

っている。結果として、この間に本プロジェクトの普及活動は、以上の二つの異なったモー

ドの普及（DRDR による普及とサービス・プロバイダーとの連携による普及）から構成され

ることとなった。この二つのモードによる稲作技術パッケージの普及は本プロジェクトの実

施効果を大いに高めたと評価できる。 
一方、普及対象がこのように大幅に拡大したので、特にサービス・プロバイダーとの連携

による普及の場合には、本プロジェクト単体だけでは、研修効果のモニタリングと評価を行

うことが一段と難しくなった。これは、以上の実施アプローチがもたらした障害ではなく、

普及対象の地平が拡大した結果派生した新たな課題と整理するべきである。 
 
４－７ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
特になし。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

特になし。 
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第５章 結 論 
 

今回の調査の結果、プロジェクト目標は達成されたことが確認された。 
本プロジェクトは、2013 年後半から普及に重点を置く活動にシフトし、活動を拡大するうえで

他ドナーや NGO との連携を選択しその実現に成功した。その結果、毎年多数の農家が研修を受

け、技術パッケージを採用できるようになった。期間延長の主な目的であった普及拡大がこのよ

うに成功裏に進んでいることから、予定どおり 2015 年 7 月をもって本プロジェクトを終了するこ

とは妥当と判断する。 
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第６章 提 言 
 
６－１ プロジェクト（PAPRiz）への提言 

６－１－１ 普及事業の文書化 
技術パッケージと同じように、本プロジェクトにより実現された普及事業の構造も重要であ

り、かつ現状で利用可能な技術資産といえる。その計画作成や実施の手順・工程、関係機関と

その役割、特に DRDR の所掌、各段階で必要となるコスト試算などを取りまとめ文書化し、他

県拡大に活用することが必要である。 
 
６－２ 農業省への提言 

６－２－１ DRDR 普及予算の確保 
普及員を動員するための燃油費と日当支給に必要な予算の配賦及びその執行を遺漏なく確

保・維持することは PAPRiz 活動を継続するうえで最も必要な条件である。2014 年度に引き続

き、今後も予算確保への努力が求められる。 
 

６－２－２ 研修講師の維持 
コミューン、ドナー及び NGO 等、さまざまな組織に所属する稲作技術の普及員を研修する

ための研修講師（Trainer）が DRDR 職員を核として育成された。彼ら研修講師を今後の普及拡

大のための重要なリソースとして制度的に位置づけ活用することが望ましい。 
 

６－２－３ 稲作普及支援ユニットの設置 
2013 年 6 月に行われた前回の終了時評価調査により、農業省に稲作普及ユニットを置くこと

が提言されたが、この間実現をみるに至っていない。技術パッケージを拡大普及するに際して

は、他県においても本プロジェクトの対象 5 県と同様な普及体制を組織することとなる。その

際に新規参入県を支援し管理するために、本省に稲作普及支援ユニットを設置することを再度

提言する。本ユニットはまた国家農業普及戦略の作成を行う目的をももつべきである。 
 

６－２－４ 稲作普及支援体制の強化 
（1）上記の提言「普及事業の文書化」に沿って、プロジェクトにより現行の普及体制の実施

内容が文書化されることとなる。作成された文書を正規のものとして承認し、他県への稲

作普及の拡大に活用することが望まれる。 
 

（2）プロジェクト終了後も技術パッケージの更新は継続すべきである。更新することにより

プロジェクトの技術的持続性の維持が可能となる。 
 

（3）現在実施されている他のサービス・プロバイダーとの連携は、DRDR の普及体制が弱体

であることに対する一時的な措置とみるべきである。可能であれば、DRDR 所属の普及職

員と種子検査官の定員枠を増やすことが望まれる。 
 

（4）農村レベルにおける農業普及の実施は県によりさまざまな形をとっている。この多様性
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は、複数の県にまたがって関連の国家政策を一貫して実施するような場合に、その実施効

率を損ないかねない。このように異なった普及事業の実態をいかにして有効性を保ちつつ

統合できるか調査・検討することが望まれる。 
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第７章 教 訓 
 

本プロジェクトはコメの生産性向上を目標として開始され、参加農家のレベルにおいて現に単

位面積当たりの収量を上げることに成功した。マスメディアの利用や研修を通じて技術情報の普

及にも相当な実績を上げた。以上から当初目標は達成されたと評価できる。 
一方、普及対象が大幅に拡大した結果、特にサービス・プロバイダーとの連携による普及の場

合に、本プロジェクト単体だけでは、研修効果のモニタリングや評価を行うことが一段と難しく

なった。マスメディアを通じた技術情報の普及に成功し、認知度は広範に上がったものの、実践

されている技術内容の正確さについては、必ずしも確認がとれていない。また、単収の向上はみ

られても、これが生産量増加へと結実するには、実際の栽培面積の拡大を可能にする農家融資が

必要な現状がある。 
以上は普及対象の地平が拡大した結果として認識されるに至った課題である。すなわち当初計

画した活動に成功したプロジェクトであるからこそ、新たな課題が掘り起こされ教訓として残さ

れている。 
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第８章 所 感 
 
８－１ 技術団員所感（浅沼） 

（1）活動記録集の刊行 
プロジェクトチームは、開始当初からの活動を「成果シリーズ」として 1 課題見開き 2 ペ

ージの記録としてフランス語、英語、日本語版でそれぞれ刊行する計画を進めている。これ

はプロジェクトの成果である「技術パッケージ」の内容だけに限らず活動全体を含むもので、

このプロジェクトが何をやってきたかを具体的に示す内容である。今後の技術普及現場でマ

ダガスカルの関係者が実際に参考書として使用できるだけでなく、他の国におけるイネ関連

プロジェクトにも格好な参考資料になると思われる。今後の技術協力プロジェクトにおいて

も、このような活動報告集をまとめることが推奨される。 
 
８－２ 団長所感 

（1）関係者からの活動に対する評価 
現地調査の過程において、農民から多くの感謝の声を聞き、本プロジェクトが農民、DRDR、

中央政府レベルの関係者からの高い評価と信頼を集めていることが確認された。 
 

（2）プロジェクト活動の柔軟な展開 
プロジェクト専門家、カウンターパートの現地状況に合わせた柔軟な活動の展開として、

稲作技術の開発のみならず、水利組合の強化、プロジェクトの広報アプローチなど、農民の

生計や生産性向上を視野にさまざまな活動も実施されている。これが農民や政府関係者から

の高い評価につながっているものと推察された。 
 

（3）プロジェクト関係者のコミュニケーションの高さ 
活動への高い評価の背景には、専門家チームと政府関係者のコミュニケーションの高さが

あるとともに、専門家と関係者が一体的に活動するチームワークの結果であると考えられる

（この見地からは、新規プロジェクトの事務所の設置場所にも留意が必要であり、本省カウ

ンターパートと密にコミュニケーションを図ることが望まれる）。 
 



 
 
 
 
 
 

付 属 資 料 

１．調査日程 
 
２．JCC ミニッツ 
 
３．合同評価調査報告書（英文） 

 



調査日程 

 

    寺 尾 田和、松本 浅 沼 
1-Feb Sun 18:25  Depart Narita(SA7139)  

23:50  Depart from HKG (SA287) 
    

2-Feb Mon 14:10  Arrive in Tana(SA8252) 
16:00  Meeting at JICA Office  

    

3-Feb Tue 08:30  Director General, Ministry of 
Agriculture and Rural 
Development(MinAgri DR) Anosy 

10:00  TV Conference at JICA Office 
17:30  Director of Rural Engeneering, 

MinAgri DR  at DGR Office at  
Nanisana 

    

4-Feb Wed 07:00  Depart for Itasy 
10:30  DRDR Itasy  
14:00  model site 
16:00  Depart for Tsiroanomandidy 
17:30  Arrive in Tsiroanomandidy 

    

5-Feb Thu 08:00  DRDR Bongolava  
09:30  model site Bongolava (interview 

with farmers)  
11:00  Seikatsu Kaizen, PRODAIRE, 

(Tsinjoarivo Imanga)  
14:30  Depart for Tana 
18:30  Arrive in Tana 

    

6-Feb Fri 07:00  Depart for Antsirabe 
(Vakinankaratra) 

10:30  DRDR Vakinankaratra  
11:30  FIFAMANOR (at DRDR office) 
13:30  model site 
15:30  CFAMA  

    

7-Feb Sat 08:00  Depart from Antsirabe 
11:30  Arrive in Tana 
PM     internal work  

    

8-Feb Sun internal work  18:25  Depart Narita(SA7139)   
9-Feb Mon 09:00  Interview with PAPRiz 

Experts(Mr.Kabaki & Mr.Habara)  
14:10  Arrive in Tana(SA8252) 
16:00  Meeting at JICA 

  

10-Feb Tue 07:45  Pick up by M. Faly and M. Fidelis 
08:00  Internal Meeting at JICA Office 
10:00  Secretary General & Director General, MinAgri  
13:30  Meeting with 5 DRDRs  (at JICA Office) 

16:50  Depart Nagoya 
(CX539) 

23:50  Depart from HKG 
(SA287) 

11-Feb Wed 09:00  Director of Dir Agri, at MinAgri DR  Anosy   
14:00  Director of Rural Engnering, at DGR office Nanisana 
15:30  ANCOS at ANCOS Office Nanisana 

07:05  Arrive in 
Johannesburg 

10:00  Depart from 
J'burg(SA8252) 

14:10  Arrive in Tana 
12-Feb Thu 06:00  Depart from Tana  

14:00  Arrive in Vodihala 
15:00  model site (PC23)Evening   Interview with Mr. Yoshii 

13-Feb Fri 08:00  DRDR Alaotra Mangoro  
09:30  Water User Federation  
12:30  project site of PRODAIRE 
16:00  Interview with Experts (Ms.Miura & Ms.Ogawa) 

14-Feb Sat 07:30  Depart from Ambatondrazaka  
17:30  Arrive in Tana  

15-Feb Sun Internal work 
16-Feb Mon 08:30  Pick up by M. Faly and M. Fidelis 

10:00  FOFIFA HQ at Ampandrianomby 
    Consultation meeting for M/M at JICA Office 

15:00  Depart from Tana 
(SA8253) 

17-Feb Tue 08:30  Pick up by M. Faly and M. Fidelis 
09:30  Meeting with SG MEEF - at MEEF Antsahavola Office 
13:30  consultation meeting for M/M at JICA Office  
14:30  SG or/and DGT  will join - 16:30) 

17:20  Depart from J'burg 
(SA286) 

18-Feb Wed 09:00  JCC at Hotel Panorama 
11:00  Signing of M/M 
14:30  Report to Embassy of Japan 
16:00  Report to JICA Office 

19:10  Arrive Nagoya 
(NH1242) 

19-Feb Thu 09:00  Meeting with World Bank Mission (Mr.Nijhoff & Mr.Hiraoka)  
11:00  Transfer to airport by  M. Fidelis (M. Tawa and M. Matsumoto) 
15:00  Depart from Tana (SA8253)   

  

20-Feb Fri 17:20  Depart from J'burg (SA286)    
21-Feb Sat 19:15  Arrive Haneda (SA7134)   

１．調査日程 

23－  －



２．JCC ミニッツ 

24－  －



25－  －



26－  －



27－  －



３．合同評価調査報告書（英文） 

28－  －



29－  －



30－  －



31－  －



32－  －



33－  －



34－  －



35－  －



36－  －



37－  －



38－  －



39－  －



40－  －



41－  －



42－  －



43－  －



44－  －



45－  －



46－  －



47－  －



48－  －



49
－
 
 
－
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－
 
 
－
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－
 
 
－
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－
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